
号

外

六�
令

和

四

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
事
業
評
価
審
議
会
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

森
林
活
用
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
緑
の
博
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

森
林
経
営
課)

二

○
岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

森
林
保
全
課)

二

規

則

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
事
業
評
価
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
号

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
事
業
評
価
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
基
金
事
業
評
価
審
議
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
二

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

林
政
部
恵
み
の
森
づ
く
り
推
進
課｣

を｢

林
政
部
森
林
活
用
推
進
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
緑
の
博
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号

岐
阜
県
緑
の
博
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
緑
の
博
士
認
定
審
査
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
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発
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令
和
四
年
四
月
一
日



よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中｢

林
政
部
恵
み
の
森
づ
く
り
推
進
課｣

を｢

林
政
部
森
林
活
用
推
進
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
二
号

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

森
林
整
備
課｣

を｢

森
林
経
営
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
第
一
号
中｢

第
九
条
第
二
号｣

を｢

第
十
条
第
二
号｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中｢

林
政
部
治
山
課｣

を｢

林
政
部
森
林
保
全
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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